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○
財
務
省
令
第
五
十
二
号

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に

お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年

政
令
第
百
二
十
五
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
免
税
輸
入
物
品
の
譲
渡
申
告
書

等
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
十
八
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
免
税
輸
入
物
品
の
譲
渡
申
告
書
等
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
免
税
輸
入
物
品
の
譲
渡
申
告
書
等
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
三
年
大
蔵
省

令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対

象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
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改

正

後

改

正

前

別
紙
二

別
紙
二
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号

）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。


